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教育施策に関して寄せられた意見等（要旨） 

意見等提出期間：令和６年５月２１日～６月３０日 

番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

1 ①
目
黒
区
立
小
・
中
学
校
の
給
食 

おかずの量が少ない｡肉や魚の
量を増やしてもらいたい｡ 
<計 2件> 

学校給食は､学校給食法に基づき定められた
｢学校給食実施基準｣を基に､目黒区児童生徒の体
位及び献立の実態を踏まえ｢目黒区幼児･児童･生
徒1人1回当たりの学校･園給食摂取基準｣及び｢目
黒区幼児･児童･生徒1人1回当たりの学校･園給食
標準食品構成表｣を策定しています｡ 
各校の栄養教諭･栄養職員は､この基準を基本
として献立作成を行っており､成長期の児童･生
徒の発達に必要な栄養素を確保しています｡ 
献立内容については､栄養教諭･栄養職員が参
加する研修において情報交換や献立協議を実施
し､充実した給食提供となるよう努めていきま
す｡ 

学校運営課 

2 世界の給食や郷土料理の取り組
みなど､給食と食育の素晴らしい
取組みを続けてほしい｡ 

児童･生徒が伝統文化を継承することの大切さ
を理解し親しむため､日本の行事にちなんだ行事
食や各地の郷土料理､国際理解を深めるための世
界の料理などの実施に当たり､その食材費を補助
する｢特別給食実施事業｣を継続して行っていま
す｡ 

学校運営課 

3 調理室のｴｱｺﾝの効きを良く
し､調理員の業務環境を改善し
てもらいたい｡ 

令和6年度には下処理室に空調設備を設け､労
働環境の改善を図りました｡今後､調理室の環境
改善に向けて､他自治体の取組も参考にしながら
検討を進めていきます｡ 

学校運営課 

学校施設計画

課 

4 給食調理業務委託事業者の評価
を公表し､学校･栄養士に寄り添う
民間委託にしてほしい｡ 

給食調理業務委託については､適正な履行の確
保及び業務品質の向上を図るため､毎年度､業務
の履行状況を評価しています｡引き続き業務委託
の受注者の適正な選定及び指導育成に資するた
め､適正な業務評価を実施していきます｡ 

学校運営課 

5 直営ﾓﾃﾞﾙを復活し､民間委託と
直営の節約効果を比較して､文部
科学省の｢災害時における学校給
食実施体制の構築に関する事例
集｣を参考に検討してもらいたい｡ 

  災害時の学校給食については､委託･直営に関
わらず災害に備えた対策を予め講じていること
が重要と捉えており､先行自治体の事例を踏まえ
て調査･研究していきます｡ 

学校運営課 

6 区の基準を満たしていない栄養
士には改善の指導等により､美味
しい給食の提供を目指してほし
い｡ 

目黒区では｢目黒区幼児･児童･生徒1人1回当た
りの学校･園給食摂取基準｣及び｢目黒区幼児･児
童･生徒1人1回当たりの学校･園給食標準食品構
成表｣を策定しており､各校の栄養教諭･栄養職員
がこの基準を基本として献立作成をしています｡ 
作成した献立内容については教育委員会に報
告することとなっており､内容の確認や指導を行
うことに加え､目黒区では月に1度､栄養教諭･栄
養職員の情報交換を通じて情報の共有化を図る
機会として栄養士研修を実施し､給食運営上の改
善がみられる事項については全体で討議してい
ます｡ 

学校運営課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

7 ②
目
黒
南
中
学
校
・
目
黒
西
中
学
校
の
開
校
に
向
け
た
取
組 

新設される中学校には､居場所
が設定されている｡同様な居場所
を新設前の第八中学校にも設けて
ほしい｡学校､第三者､保護者が一
体となり､子どもたちの成長を見
守る体制を望む｡ 

不登校対策の一環で､区立中学校全校に居場所
の一つとして｢校内別室｣を整備しています｡ 
すでに第八中学校でも設置されており､目黒西
中学校においても引き続き運用していきます｡ 
不登校対策は学校だけでは難しい面があり､地
域やご家庭にもご協力いただきますようお願い
します｡ 

教育支援課 

8 様々な情報が発信されている
が､開校に関する具体的な負担やｽ
ｹｼﾞｭｰﾙが見えてこないので明らか
にしてほしい｡ 

開校に向けた取組については､統合新校開設準
備ﾆｭｰｽ､保護者連絡ｼｽﾃﾑ､区公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ等で周知
を図っていきました｡今後のｽｹｼﾞｭｰﾙなどについ
ても決定次第速やかに周知していきます｡ 

学校統合推進

課 

9 登校距離が遠くなる子どもに対
する対応を検討してもらいたい｡ 

個人用ﾛｯｶｰの設置､部活動の際の一時帰宅を不
要とするなど､これまでの統合の取組を踏まえた
対応を行うほか､新校の通学区域に重なる小学校
の通学路の安全点検を通じて､通学の安全に関す
る情報の整理･確認を行い､ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾌﾟを作成し
ていきます｡ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾌﾟは､入学予定の家庭等に
情報提供していきます｡ 
なお､目黒西中学校においては､現在の第八中
学校の校地が新校の位置となる期間 (令和
7(2025)～10(2028)年度)は､一部の地域におい
て､通学負担の緩和のための対応を行います｡ 

学校統合推進

課 

10 見た目に関する校則は､無意識
のうちに同調圧力や差別を生むこ
とにも繋がる｡人権侵害にも当た
るような校則は､新校のみならず
即刻廃止してほしい｡ 

校則や学校のきまりは､学校の教育目標の実現
や生徒の健やかな成長に向けて､学業等に安全･
安心に取り組めるように､様々な背景をもって作
られてきていますが､人権に配慮された内容にな
っているか､社会の変化等を踏まえ､絶えず見直
しを行う必要があると考えています｡ 
引き続き各学校において児童･生徒や保護者か
らの意見を取り入れながら､適時､校則や学校の
きまりの見直しを進めていきます｡ 

学校統合推進

課 

教育指導課 

11 ③
学
校
施
設
の
計
画
的
な
更
新 

 新校開設の工事は､無理のあるｽ
ｹｼﾞｭｰﾙだったのではないか｡ 

当初は､過去の事例を参考に工期設定を行って
いましたが､令和5年7月に(一社)日本建設業連合
会から週休2日の確保を目指した｢適正工期確保
宣言｣が発せられたことから､区ではこの宣言の
趣旨に則り工事完成時期の延期を決定しました｡ 

学校施設計画

課 

12 中学校のﾄｲﾚのにおいが気にな
る｡可能な範囲でﾄｲﾚの改修を進め
てほしい｡ 
<計 2件> 

ﾄｲﾚのにおいについては､清掃や簡易的な改修
によって改善する場合が多く､状況を確認し適切
に対応します｡ 

学校施設計画

課 

13 向原小学校の校庭を､人工芝に
してほしい｡ 

校庭の仕様について､人工芝はけがをしにくい
等のﾒﾘｯﾄがありますが､夏季に高温になるという
課題や､車両の乗り入れ制限､火器使用不可とい
う避難所運営上の課題があります｡このような状
況から､現在､向原小学校の校庭はﾀﾞｽﾄ舗装が適
切であると考えています｡ 

学校施設計画

課 

  



3 

 

番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

14 ③
学
校
施
設
の
計
画
的
な

更
新 

 小学校校舎のｵｰﾌﾟﾝ化･多目的化
は反対である｡<計 3件> 

社会の多様化が進み､現在は、従来の同時一斉
的な授業だけでなく、個別最適化された学びと協
働的な学びの一体的な充実が求められています｡
これらに対応するために学校全体を学びの場と
とらえｵｰﾌﾟﾝな空間とすることが、これからの学
校教育に必要な学習環境と考えています。ただ
し、ｵｰﾌﾟﾝな形態での利用だけでなく､教室を区画
した形での利用も検討します。 

学校施設計画

課 

15 ④
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と
地
域
学
校
協
働
活
動
の
一
体
的
推
進 

 学校内で先生と生徒が閉鎖的に
ならず地域と連携するところは､
区立学校ならではの特長として期
待したい｡ 

学校運営協議会と地域学校協働活動は､学校と
地域が育てたい子ども像や学校が抱える課題に
ついて共有し､学校の教育課程の改善･充実や地
域の参画による多様な教育活動の実施など､学校
運営上の様々な活動の充実とともに地域活動の
活性化に繋げていく仕組みです｡ 
学校と地域の相互の連携･協働のもとに学校づ
くりと地域づくりを進め､学校･保護者･地域が一
体となって子どもたちの成長を支えていけるよ
う取組みを進めていきます｡ 

教育政策課 

生涯学習課 

16 多様化に合わせて､様々な選択
肢を取れるように地域で活性化で
きると良い｡ 

目指す子ども像の実現のために､ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ
(地域とともにある学校づくり)を進めていきま
す｡また､地域学校協働活動(学校を核とした地域
づくり)を一体的に進めることで､地域の活性化
にもつながると考えています｡ 

教育政策課 

生涯学習課 

17 具体的にどのような運営するの
かを理解するのが難しく､具体的
な事例や先行例を知りたい｡ 

区では､不動小学校､原町小学校及び第一中学
校において､令和7年度からの学校運営協議会の
設置及び地域学校協働活動本部の整備に向けた
準備を進めています｡ 
各校の学校運営協議会と地域学校協働活動に
関する具体的な活動状況については､適宜情報発
信を行っていきます｡ 

教育政策課 

生涯学習課 

18 学校に対しては批判ではなく､
ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな応援団となり､学校の
良いところを認めて伸ばすような
活動にしてほしい｡ 普段から信頼
関係を築くことで､課題に対して
一緒に取り組むことが可能となる
と考えている｡ 長年活動してきた
方や､新しく転入してきた方が気
軽に参加できる仕組みにしてほし
い｡ 時間割にゆとりを持たせない
と地域の人材を生かせないのでは
ないか｡ 

目指す子ども像の実現のために､学校とともに
考える組織を目指して学校運営協議会の設置を
推進していきたいと考えています｡ 
また､地域学校協働活動は学校を核として様々
な地域資源をつなぐ緩やかなﾈｯﾄﾜｰｸと考えてい
ます｡誰もが気軽に参加できる仕組みを目指して
いきます｡ 

教育政策課 

生涯学習課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

19 ⑤
部
活
動
支
援
の
取
組 

 

子どもたちの部活動がより充実
し､先生方の負担を減らすために､
外部委託に移行してほしい｡<計 4
件> 

区では､子どもたちの部活動の内容充実と教員
の負担軽減を図るため､教員が指導する従来の体
制だけでなく､地域人材を活用した地域移行･地
域連携に向けた環境整備を推進していくことと
しています｡ 
本年度は､部活動支援策の1つとして､顧問業務
や専門的な技術指導を民間事業者に委託する取
組を東山中学校でﾓﾃﾞﾙ実施することとしていま
す｡ 
こうした取組の効果の検証を行ったうえで､外
部委託の手法も含め､今後の部活動のあり方を検
討していきます｡ 

教育政策課 

学校運営課 

教育指導課 

20 外部委託に移行する際に､外部指

導員･外部ｺｰﾁと生徒間の情報共有

やつながりを重視して取り組んで

ほしい｡ 

部活動においては､顧問及び外部指導者は生徒が

それぞれの目標を達成できるよう､ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを十分

に図り指導することとしています｡ 

委託による部活動指導員を配置する際にも､これ

までの指導方法や適切な連絡体制等を十分に重視

し､部活動の内容充実に取り組んでいきます｡ 

教育政策課 

学校運営課 

教育指導課 

21 情熱をもって指導したい教職員

には､謝礼を支払う柔軟な制度を望

む｡ 

学校の教職員が週休日に部活動の指導を行う際に

は､活動時間に合わせて手当を支給しています｡ 

また､部活動の地域連携､地域移行が進み状況が変

わったとしても､情熱をもち部活動に関わりたい教

職員がいることを踏まえ､条件を満たせば兼職の手

続きにより携われるよう制度が整えられています｡ 

教育政策課 

学校運営課 

教育指導課 

 

22 業者に外部委託するのではなく､

より広範で専門性の高い人材を集

める全国のﾓﾃﾞﾙｹｰｽになるような方

法を考えてほしい｡ 

本区における部活動支援の取組については､本年

度実施するｱﾝｹｰﾄ調査の結果等も踏まえ､保護者や地

域の方の理解を得るとともに､児童･生徒や教員､学

校にとって望ましい部活動の実施環境の実現に向け

て､検討を進めていきます｡ 

また､地域連携･地域移行に向けた環境整備を推進

するためには､指導者の人材確保も重要であり､様々

な関係者から協力が得られる手法を調査･研究して

いきます｡ 

教育政策課 

学校運営課 

教育指導課 

23 部活動までの時間､生徒が一旦学

校外に出なければならない制度は､

改善してほしい｡ 

目黒区では隣接中学校希望入学制度もあり､公共

交通機関を利用して通学する生徒がいることや､本

人やご家庭の事情により学校と相談の上で､校区外

から通学する生徒がいます｡そのため､各中学校では

これまでも､放課後に部活動までに時間が空く場合､

生徒に一時帰宅をお願いしていますが､時間的に難

しい生徒などについては､校内で自習させるなど対

応をしてきています｡生じた事情に合わせて学校へ

ご相談ください｡ 

教育政策課 

学校運営課 

教育指導課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

24 ⑥
目
黒
区
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル 

 担任により iPad の使用頻度が全

く違う｡担任により iPadが活用され

ていないのではないか｡ 

毎年多くの新規採用教員や他地区からの異動者が

本区に着任しています｡このような状況を踏まえ､教

員のICTを活用した指導力の向上については､各学校

に派遣しているGIGA支援員やICT支援員が､学校の実

態に応じて学校独自に教員研修が実施できるよう支

援を行っています｡ 

また､令和5年度の目黒区教育委員会教育開発指定

校におけるICTの効果的な活用について､その実践事

例を区内全校で共有しました｡ 

教育指導課 

25 新出漢字の練習を iPad で行うの

は､小学校高学年や中学生からの方

が良いのではないか｡ 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾞﾘﾙは､児童･生徒の学びの質向上と学習量

の確保を実現し､｢指導の個別化｣を図ることができ

るﾂｰﾙであると認識しており､各学校での活用を推進

しているところです｡副教材としてﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾞﾘﾙを活

用するか､紙ﾄﾞﾘﾙを購入するかについては､各学校が

児童･生徒の実態等を踏まえて決めています｡ 

教育指導課 

26 子どもとたちが簡単な答えを探

す傾向になる可能性を懸念してい

る｡授業内でのﾀﾌﾞﾚｯﾄの活用方法に

ついては､吟味してもらいたい｡ 

学習用情報端末の使用により､児童･生徒が簡単な

答えを探す傾向になることについては､課題である

と認識しています｡ 

児童･生徒が情報を批判的に評価し､理解を深める

ための指導を推進するよう､引き続き､学習用情報端

末の使用に偏らず､これまで培われてきた学習方法

とICT機器を効果的に組み合わせていきながら､児

童･生徒の学習の質の向上に向け､指導･助言してい

きます｡ 

教育指導課 

27 iPad のﾌﾞﾗｳｻﾞの使用可能時間を

限定するだけではなく､そもそもの

使用可能時間も制限したほうが良

いと思う｡ 

現在､午後10時から翌日午前6時までの間､ﾌﾞﾗｳｻﾞ

の使用制限をかけています｡今後､学習用情報端末の

使用可能時間の制限について検討していきます｡ 

学校ＩＣＴ課 

教育指導課 

28 

 

iPad は重いので､希望する児童は

学校に置くことできるように､あま

り宿題は出さないで欲しい｡ 

宿題としてﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾞﾘﾙを活用することのﾒﾘｯﾄは､

AI 機能によって児童･生徒一人ひとりの学習状況に

応じた問題が提供されることであり､家庭において

も個に応じた学びに取り組めることや､児童･生徒の

学習状況や取組状況を教師が把握できることによ

り､授業においても一人ひとりにより適した指導や

支援が行えることであると捉えております｡一方､児

童･生徒の携行品の重さや量への配慮については､発

達段階にあわせ十分配慮することを､教育委員会か

ら各学校長宛てに重ねて通知しています｡この通知

により､児童･生徒の携行品については､保護者等と

も連携を図りながら､児童･生徒の発達段階や学習上

の必要性､通学上の負担等の実態を考慮して､教科書

やその他教材などのうち､持ち帰らせるものや学校

に置くものについて､各学校で判断しているところ

です｡今後も携行品の児童･生徒に対する配慮につい

て学校へ指導･助言を行っていきます｡ 

教育指導課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

29 ⑥
目
黒
区
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ

ス
ク
ー
ル 

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄの共有によるﾁｬｯﾄのよう

な交流が深夜にまで及ばないよう､

例えば午後 10 時にｱｸｾｽが切れるよ

うに設定してもらいたい｡ 

現在､午後10時から翌日午前6時までの間､ﾌﾞﾗｳｻﾞ

の使用制限をかけていますが､ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ等､個別のｱﾌﾟ

ﾘｹｰｼｮﾝごとの使用時間制限はしておりません｡ 

今後､ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝごとの使用可能時間の制限等つい

て検討していきます｡ 

学校ＩＣＴ課 

教育指導課 

30 

 

⑦
い
じ
め
問
題
へ
の
対
応 

保護者からの連絡に関わらず､い

じめがあった時点で学校が対応す

べきだし､加害･被害の事実をのち

の担任へ引き継いでほしい｡ 

各学校では､校内研修を実施し､全ての教職員がい

じめの定義を正確に理解するとともに､日常的な観

察や声掛けのほか､ｱﾝｹｰﾄ等を用いて､初期段階で､い

じめを認知するよう努めています｡ 

また､学校が認知したいじめの解消に当たっては､

学校が組織として対応することが求められており､

いじめ事案の内容やいじめの解消に向けた対応の経

過については､学校で記録を残し､全ての教職員が確

認できるようにしています｡ 

教育指導課 

31 未然防止の取り組みと状況を把

握するためのｱﾝｹｰﾄは､子どもたち

の心を保護し､彼らの成長に向けて

重要な活動であり､引き続き行って

ほしい｡ 

  各校で年3回以上行ういじめｱﾝｹｰﾄは､いじめ発見

のきっかけとして一番大きなものとなっており､令

和7年度以降も引き続き取り組んでいきます｡ 

教育指導課 

32 いじめに対する現実的な理解を

深めるため､｢いじめ問題を考える

めぐろこども会議｣において､SNS 上

で起こり得るﾄﾗﾌﾞﾙをﾃｰﾏに取り上

げ､その危険性や自身と友達を守る

方法について話し合う機会を設け

てほしい｡自分や友達がいじめに遭

った時にどう行動すべきかについ

て知ることは､命を守る行動に繋が

ると思う｡ 

｢いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議｣は､各学校

全児童･生徒がいじめ問題について考え､話し合う機

会とすることや､児童･生徒一人ひとりがいじめに対

する正しい認識を持つとともに､いじめのない学校

を目指そうとする態度を育てることを目指して実施

しています｡ﾃｰﾏについては､教育委員会で一律に設

定しておらず､中学校区ごとに､児童･生徒の実態や

意見等を踏まえながら､児童･生徒が当事者意識をも

って話合いに参加できるよう設定しているところで

す｡ 

SNS上で起こり得るﾄﾗﾌﾞﾙへの対応やいじめに遭っ

た時の適切な行動については､教科等横断的に行っ

ている情報ﾓﾗﾙ教育や､小学校第3学年以上の全学年

で1時間以上必ず実施している｢SOSの出し方に関す

る教育｣において､発達段階に応じて進めています｡ 

教育指導課 

33 学校で起こることはいじめで済

まされ､大人の社会だと犯罪になる

認識に違和感がある｡子どもたち

に､いじめは犯罪であることの認識

を持たせるようにしてほしい｡ 

各学校では､道徳科や特別活動はもとより､全教育

活動を通じて､どのような行為がいじめに該当する

のか､その行為がどのような犯罪につながっていく

のかについて示すなど､全ての児童･生徒に対し､い

じめが絶対に許されない行為であることを啓発して

います｡ 

また､発生したいじめの加害行為が､生命､身体又

は財産に重大な被害が生じる恐れがあるなど､重大

性が高い場合には､各学校は､速やかに所轄の警察署

に連絡し､連携して対処していきます｡ 

教育指導課 

  



7 

 

番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

34 ⑦

い

じ

め

問

題

へ

の

対

応 

小学校には無差別に嫌がらせや

授業妨害を行う子どもが存在する｡

何年経っても改善の見込みのない

子どもは､別教室での授業や保護者

の見学など具体的な対応を求める｡ 

 加害児童に対しては､いじめ等の行為は絶対に許

されないということのみならず､被害児童の心身の

苦痛が十分理解できるよう指導し､二度と同様の行

為を行わないよう反省させる必要があります｡また､

加害児童の保護者に対して､事案について説明を行

い､加害児童の心情的背景や､特徴等を踏まえながら

指導や更生に向けた連携を図るとともに､必要に応

じてｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等の支援を受けながら進めていま

す｡ 

 被害児童が安心して教育を受けられるようにする

ために必要な措置を講ずるとともに､個々の事例の

問題点を明らかにした上で､加害児童の人権等にも

配慮した指導を行うことが大切であると認識してい

ます｡ 

教育指導課 

35 学校生活で些細なことからいじ

めに発展してしまうｹｰｽもある｡相

手の立場になって言動できる人間

力を育ててほしい｡ 

  各学校で､児童･生徒が｢自分の大切さとともに他

の人の大切さを認めること｣ができる人権感覚を養

うことができるよう､人権尊重の精神を貫いた教育

活動を展開できるよう指導･助言を行っていきま
す｡ 

教育指導課 

36 教師が子どもを傷つける言葉か

けをやめることが､いじめ撲滅に繋

がると思う｡指導をしてもらいた

い｡ 

  教職員は､児童･生徒に直接関わり､指導すること

でその心身の成長発達を促進し､支援するという役

割を担っています｡そのため､教職員は自らの言動

が､児童･生徒の人権を侵害することにならないよう

常に意識をする必要があります｡ 

  教職員が､児童･生徒一人ひとりに応じた丁寧な指

導を行うよう､服務事故防止研修や人権教育に関す

る研修等を引き続き行っていきます｡ 

教育指導課 

37 目黒区の学力評価が不当に低く

評価されているように思える｡子ど

もたちの自己肯定感の向上は､いじ

め防止にも効果があるのでそこに

力を入れてほしい｡ 

自己肯定感の向上については､いじめの未然防止

の具体的な取組の1つとして､重要であると認識して

います｡各学校では､教科等指導や学校行事等におい

て主体的な学びを進めたり､児童･生徒一人ひとりが

活躍できる場や機会を意図的に設定したりするなど

の工夫を行っています｡ 

学習評価は､学校における教育活動に関し､学習指

導要領に示される目標や内容に照らして､児童･生徒

の学習状況を評価するものです｡目黒区も全国の学

校と同様に､各学校において､在籍する児童･生徒の

実態に基づいて適切に評価規準を設定したうえで､

適正に行われていると認識しています｡ 

学習評価については､児童･生徒が自らの学びを振

り返って､自分の学習状況を把握し､次の学びに向か

うために重要な役割を果たすため､妥当性と信頼性

が常に確保されていることが重要です｡ そのため､

各学校に対し､引き続き評価方法の工夫･改善に向け

た指導･助言を行っていきます｡ 

教育指導課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

38 ⑧
不
登
校
児
童
・
生
徒
へ
の
取
組 

 教育の多様性を尊重し､学力だけ

でなく子どもたちの各種才能を育む

必要がある｡教育の概念を少しずつ

変えていけるようなｱﾌﾟﾛｰﾁをお願い

したい｡ 

学校では､子どもたちの持つ様々な力や可能性を

伸ばし､豊かな人間性を育むために多様な教育活動

に取り組んでいます｡例えば､各学校行事や児童･生

徒による自治的活動､校外における取組などがあり

ます｡ 

教員の研修でも､教科指導だけでなく様々な教育

活動の実践について取扱うとともに､不登校に係る

理解を深め､将来の社会的自立に向けてどのような

支援ができるか考える機会を作っています｡引き続

き研修内容等を工夫し実施していきます｡ 

教育支援課 

39 先生方にﾌﾘｰｽｸｰﾙや様々な取り組

みを行っている学校を見学する時間

を設け､新しい教育方法を探求して

ほしい｡ 

教員が様々な教育方法を学ぶことは重要である

と認識しています｡本区においては､不登校に係る

研修を実施するとともに､各学校の実態に応じて適

切な対応を行うよう指導をしています｡不登校対策

については､一人ひとり状況が異なり多様であるこ

とから､今後の研修計画に生かせるよう､調査･研究

していきます｡ 

教育支援課 

教育指導課 

40 学校に､校内ﾌﾘｰｽｸｰﾙのような居場

所を作ってほしい｡ 

学校ではこれまでも､一時的に教室に入れなくな

った児童･生徒や､集団生活に馴染めない児童･生徒

等に対して､空き教室や保健室等も利用しながら居

場所づくりや登校支援に取り組んできました｡法令

等で決められている教職員数のため､限られた人数

で努力し対応しているところです｡ 

このような状況の中で､不登校児童･生徒の居場

所づくりという視点から､国や都の不登校施策や他

自治体の取組等について調査･研究していきます｡ 

教育支援課 

41 不登校は悪いことでは無いことを

理解してほしい｡ 

不登校は､学校に通えないことから､学校不適応

と言われた過去があります｡そのため､学校外で不

登校児童･生徒が通える場所を適応指導教室と呼ん

でいます｡ 

本区では､不登校は悪いことではないとの認識か

ら､同様の認識を示した現行の学習指導要領等より

以前の平成20年度に適応指導教室めぐろｴﾐｰﾙから

学習支援教室めぐろｴﾐｰﾙへと名称を変更して､学校

へ戻ることだけを目的とせずに､将来の社会的自立

に向けた支援に取り組んできたところです｡今後

も､不登校に対する理解を深め､支援を進めていき
ます｡ 

教育支援課 

42 東根住区ｾﾝﾀｰ児童館の取り組みが

素晴らしい｡区内ほかの児童館でも

子どもが勉強できる場所を増やして

ほしい｡ 

児童館との連携による取組を含め､不登校児童･

生徒の支援に取り組んでいます｡居場所づくりもそ

の一つになります｡ 

また児童館では､今回の連携以外にも､不登校に

限らず子どもたちの居場所となるよう取り組んで

います｡ご不明なことがございましたら､児童館に

ご相談の上､ご利用ください｡ 

教育支援課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

43 

 
⑨
特
別
支
援
教
育

の
推
進 

医療的ｹｱの実施､素晴らしいと思

います｡普通学級も支援学級も児童

と保護者が選べるようにしてほし

い｡ 

就学相談では､児童･生徒の教育的ﾆｰｽﾞに応じて､

保護者とともに考え､児童・生徒の能力や可能性を最

大限に伸ばす観点から､一人ひとりに合った学びの

場に関する情報を保護者にお伝えし､合意形成を図

りなから､児童・生徒にとって最もふさわしい就学先

を相談の上､決定しています｡ 

教育支援課 

44 

 
⑩
区
立
学
校
・
園
に
お
け
る
警
備
体
制
の
強
化 

 登下校時の安全対策として､校門

を通る際に保護者に通知されるｼｽﾃ

ﾑや品川区で導入している｢まもる

っち｣のようなｼｽﾃﾑの導入を検討し

てほしい｡ 

<計 2件> 

本区においては小学校新1年生に対する防犯ﾌﾞｻﾞｰ

の配布や保護者宛ての不審者情報等の注意喚起､警

察と連携しながらの生活安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙによる登下校の

警戒など､これまでも地域の見守り活動を積極的に

行ってきており､品川区が独自に導入している｢まも

るっち｣と同様のｼｽﾃﾑ導入の検討を区として行う予

定はありません｡ 

また､子どもが校門を通る際､ｾﾝｻｰにより保護者に

お知らせするｼｽﾃﾑについては､現在､区立小学校5校

で導入しており､導入に当たっては学校ごとにPTAと

連携しながら検討を行うこととなります｡ 

引き続き､様々な取組を通じて､子どもの安全を確

保していくよう努めていきます｡ 

教育政策課 

45 通学路の防犯ｶﾒﾗの設置数が各校

ごと 5台だと少ないと感じる｡ 

過去に全国で実施された通学路緊急安全点検結果

及び東京都補助制度を活用した経緯から、通学路へ

の設置は1校当たり5ｶ所を適当としていましたが､令

和2～3年度中に各小学校の登下校区域に1ｶ所追加配

備を行い現在の設置数は6台となっています｡ 

教育政策課 

46 中学校の部活で試合に行く時に､

状況に応じて携帯の携行を認める

など､子どもの安全確保を求めま

す｡ 

  中学校の部活動における校外での携帯電話につい

て､緊急時の連絡手段等､生徒の安全確保の観点から

学校と生徒･保護者の合意のもと､携行を認めている

学校や部活動もあります｡学校の実態や部活動の状

況はそれぞれ異なることから､携帯電話の携行につ

いては各学校の判断となります｡  

安全指導の中で､生徒に交通ﾙｰﾙを徹底することや

公共交通機関の使用の仕方を確認する等の安全教育

を実施するとともに引き続き安全確保に努めていき

ます｡ 

教育指導課 

47 現在､試行実施している小学校及

び幼稚園･こども園への昼間警備

は､良い取組であると感じている｡

早期に本格導入をしてもらいたい｡ 

今年度の試行実施で各小学校及び幼稚園･こども

園から提起された課題等を踏まえ､今後､本格実施に

向け検討を行っていきます｡ 

教育政策課 

48 ひがしやま幼稚園正門の施錠強

化と｢幼稚園あり｣｢子ども飛び出し

注意｣の看板設置をしてもらいた

い｡ 

  施錠強化については､園児が安全に園で生活でき

るよう施錠の運用を徹底していきます｡ 
区道における子ども飛び出し注意等の看板設置に

ついてのご意見は､区の道路管理者にお伝えいたし

ます｡ 

学校運営課 

教育政策課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

49 ⑪
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

 電子図書はあまり読みたいものがな

い｡もっと種類を増してほしい｡ 

今後も様々な分野の電子書籍を選定していきま
す｡ 

八雲中央図書

館 

50 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから本のﾘｸｴｽﾄができるよ

うにしてほしい｡ 

ｳｪﾌﾞﾘｸｴｽﾄの実現に向けて､運用方法やｼｽﾃﾑ調整

などの検討を進めていきます｡ 
八雲中央図書

館 

51 子どもたちが自習できる､図書館の

閲覧席の増席を希望する｡ 

図書館施設の限られたｽﾍﾟｰｽでは､今以上の増席

が難しいのが現状です｡このため､より多くの方に

閲覧席をご利用いただけるよう閲覧席予約ｼｽﾃﾑを

導入しました｡ 

八雲中央図書

館 

52 図書館のﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾂｱｰを定期的に実

施してほしい｡ 

今後も区民の方にご参加いただけるｲﾍﾞﾝﾄや読

書を楽しめるような取組を積極的に進めていきま
す｡ 

八雲中央図書

館 

53 ⑫
そ
の
他
の
教
育
施
策 

 両親がﾌﾙﾀｲﾑで働いていると 8 時に

校門が開くのでは遅い｡もう少し早い

時間から登校時間まで､校内のどこか

で待てるようにしてほしい｡ 

8時前に児童･生徒を校内で待機させる場合､安

全管理上の観点から見守りが必要となります｡し

かし､勤務時間の関係で学校の教職員を見守りの

ために配置することは難しい状況です｡ 

小学校において､朝の居場所づくりを実施して

いく場合には､地域やPTAの方々､委託事業者によ

る見守りの方法が考えられますが､朝の時間帯と

いうこともあり､日々人員を確保することは難し

く､安定した運営を行っていくためには課題があ

るものと認識しています｡子育て世帯にどのよう

なﾆｰｽﾞや要望があるのかを改めて把握する必要が

あり､今後具体的な把握方法について検討してい
きます｡ 

教育指導課 

生涯学習課 

54 

 

子ども教室のさらなる充実を図って

ほしい｡選択肢が少なく開催頻度も少

ない｡金額がとても高いものもあり頻

繁には申し込めない｡ﾊﾞﾗﾝｽよく学習系

も充実させてほしい｡ 

子ども教室は､地域の人材を活用してさまざま

な教室を実施し､子どもたちに地域との交流､文化

活動､ｽﾎﾟｰﾂ活動等の体験ができる機会を提供する

事業です｡小学校区ごとに､教育委員会が委託した

運営団体(PTA､地域､住区の方などによる子ども教

室運営実施のための団体)が実施しているため､実

施内容は運営団体によって異なっています｡ 

今後も､運営団体の意向を確認しながら､教室内

容の充実に向けて支援していきます｡ 

生涯学習課 

55 住区ｾﾝﾀｰで一定程度､子ども向けの

習い事の教室が優先的に部屋を借りら

れるようにしてほしい｡ 

区の集会施設ではそれぞれ優先制度を設けてお

り､施設設置目的に合った団体が優先的に施設を

使用できるようになっています｡子ども向けの習

い事の教室が営利活動でなく､地域ｺﾐｭﾆﾃｨの形成

が目的の活動であれば､住区ｾﾝﾀｰを優先的にお使

いいただけます｡ 

生涯学習課 

56 学校図書館を充実させるため､司書

の常勤化を希望する｡<計 2件> 

各学校においては､学校規模に応じて司書教諭

を配置するとともに学校図書館を活用した学習活

動を指導計画に基づき工夫しながら実施していま

す｡今後は､多様な子どもたちの読書機会の確保や

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会に対応した読書環境の整備といった観

点からの充実も重要になりますので､学校図書館

の環境整備については､現在検討中の本区の子ど

もの読書推進計画に基づき検討していきます｡ 

教育指導課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

57 ⑫

そ

の

他

の

教

育

施

策 

給食は､幼稚園も自校式を取り入れて

ほしい｡ 

  ひがしやま幼稚園における給食室の設置につ

いては､東山地区ｾﾝﾀｰの改築時期を捉えた､こど

も園への移行検討の中で対応していきます｡ 

学校運営課 

58 幼稚園にも支援の必要な園児がいる｡

今後小学校に上がることに不安を抱えて

いる親がいるが､情報量が少なく支援員

のｻﾎﾟｰﾄも少ない｡区のｻﾎﾟｰﾄ強化をお願

いしたい｡ 

幼稚園での生活において支援が必要な園児に

対しては､状況に応じて特別支援員の配置等に

より対応していますが､園でのｻﾎﾟｰﾄについてご

不安な点等がございましたらご相談ください｡ 

在籍する幼児の保護者及び教職員からの相談

を受け､学校生活上､あるいは学習上の困難さを

改善するための教育的支援を行う｢小学校就学

前ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ｣を実施しています｡ 

また､お子さんの教育的ﾆｰｽﾞに応じて､保護者

とともに考え､お子さんにとって最もふさわし

い就学先を相談する｢就学相談｣を実施していま

す｡ 

学校運営課 

教育支援課 

 

59 なぜ､目黒区立中学校の成績評価が東

京都内でも低いのか分析し､安心して子

どもを通わせられるようにしてほしい｡ 

各学校において中学校学習指導要領に示され

た目標に準拠した評価の客観性･信頼性を確保

するよう各学校に通知しています｡また､研修等

を通じて各学校において適正で信頼される評

価･評定が行われるよう取り組んでいるところ

です｡成績等につきまして､ご不安なことがあれ

ば､学校にお問い合わせください｡ 

教育指導課 

60 蔵書管理等を民間企業に委託する予算

を報酬に充てて､学校図書館支援員の勤

務時間を拡充し､開室時間を延長してほ

しい｡ 

学校図書館の開室時間については､各校がさ

まざまな教育活動における活用や児童･生徒の

実態等に応じて計画しています｡  

今後の学校図書館の在り方や環境整備について

は､現在検討中の本区の子どもの読書推進計画

に基づき検討していきます｡ 

教育指導課 

61 将来的には司書が毎日出勤して､子ど

もたちと接したり選書したりしてもらい

たい｡<計 2件> 

各学校においては､学校規模に応じて司書教

諭を配置するとともに学校図書館を活用した学

習活動を指導計画に基づき工夫しながら実施し

ています｡今後は､多様な子どもたちの読書機会

の確保やﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会に対応した読書環境の整備

といった観点からの充実も重要になりますの

で､学校図書館の環境整備については､現在検討

中の本区の子どもの読書推進計画に基づき検討

していきます｡ 

教育指導課 

62 目黒区内の学校が､不登校も特別支援

学級もない｢すべての子どもの学習権を

保障する学校｣になってほしい｡ 

  全ての子どもたちの学習権を保障することは

重要であると認識しており､共生社会の実現に

向けて全ての子どもが可能な限り共に学ぶこと

に配慮しつつ､自立と社会参加に向けて一人ひ

とりの教育的ﾆｰｽﾞに応じた連続性のある多様な

学びの場を充実していくｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑの構

築を基本的な考え方として､引き続き｢心のﾊﾞﾘｱ

ﾌﾘｰ｣を目指して取組を推進しています｡ 

  不登校児童･生徒の対応についても､学校が児

童･生徒本人や保護者の意思を十分に尊重しつ

つ､社会的な自立に向け､個々の状況に応じた必

要な支援を行っていきます｡ 

教育指導課 
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番
号 

項
目 

意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

63 ⑫

そ

の

他

の

教

育

施

策 

司書の導入を希望する｡現在の学校

図書館支援員が働けるように､移行措

置期間に司書の資格を取れるよう支援

してほしい｡ 

各学校においては､学校規模に応じて司書教諭

を配置するとともに学校図書館を活用した学習活

動を指導計画に基づき工夫しながら実施していま

す｡今後は､多様な子どもたちの読書機会の確保や

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会に対応した読書環境の整備といった観

点からの充実も重要になりますので､学校図書館

の環境整備については､現在検討中の本区の子ど

もの読書推進計画に基づき検討していきます｡ 

教育指導課 

＊複数の意見等が記載されていた場合は、項目ごとに分けて掲載しています。 

 

 


